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　４月から、７０歳から７４歳までの方が、病院窓口で自己負担する割合を１割から２割に引き上
げる予定でしたが、平成２２年３月までの１年間は、１割のまま据え置くことになりました。
　また、自己負担割合の据え置きにより、一般世帯の自己負担限度額も据え置きになります。
　ただし、現役並み所得の方で、すでに３割負担となっている方は除きます。
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４4,４００円
８０,１００円＋（医療費－
２６７,０００円）×１％

４４,４００円
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２４,６００円
４８,０００円
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１５,０００円����Ⅰ
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　平成２１年度の保険料は、平成２０年中の所得が確定する７月に決定しますので、決まりまし
たら７月中旬までに加入者の皆さんにお知らせします。

　国保は、私たちの生活を支える大切な制度で、その保険料は、国
保を運営するために大変重要です。
　国保を将来に渡って安定して運営するためにも、保険料は納期内
での納付をお願いします。特別な理由もなく滞納を続けると、保険
証を返還していただく場合があります。もし、納付にお困りの方
は、分割納付などを行なうことができますので、ご相談ください。
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���������各種控除後の課税所得が年額１４５万円以上であって、かつ年収が、２人
　　　　　　　　　以上の世帯では合計５２０万円以上、１人の場合は３８３万円以上ある方
�����Ⅱ�同一世帯の世帯主および国保の被保険者が市・道民税非課税である方
�����Ⅰ�同一世帯の世帯主および国保の被保険者が市・道民税非課税で、その世帯の
　　　　　　　所得が必要経費、控除額（年金の所得は控除額を８０万円として計算）を差
　　　　　　　し引くと０円になる方
�������過去１年間に、１世帯での高額療養費の支給が４回以上あった場合、その
　　　　　　　４回目からの限度額


